
物件番号 ２ 物 件 調 書   

                                 令和５年１２月作成 

 所 在 地 鹿沼市白桑田字上原516番１外２筆 最低売却価格 107,000,000円  

地   積 11,719.34㎡ 地目（現況） 雑種地 形 状 ほぼ整形 

建   物  なし（更地） 

道路幅員及

び接面状況 

北東側：幅員約12.0～18.0ｍ(含両側歩道約2.5ｍ)舗装主要地方道宇都宮鹿沼線 

（建築基準法第42条1項1号）に0～3.0ｍ程度高く接面。※1 

南西側：幅員約6.5ｍ舗装市道0354号線（同上）とほぼ等高に接面。 

東 側：幅員約5.0ｍ舗装認定外道路（同法同条1項3号道路）に1.0～3.0ｍ高く接面。※1 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画区域 都市計画区域内、市街化調整区域 

用途地域 指定なし 特別用途地区 指定なし 

建ぺい率 60％ 容積率 200％ 

高度地区 なし 防火地域 なし 

日影規制 あり(5ｈ－3ｈ) その他の規制 法第22条指定区域 

私道の負担等 負担の有無  無 負担等の内容 － 

供給施設

状  況 

電 気 有 東京電力(株) 栃木カスタマーセンター 0120-995-111（代） 

上水道 有※2 鹿沼市上下水道部水道課給水係 0289-65-3143 

下水道 無※3   

都市ｶﾞｽ 無    

交通機関 
ＪＲ日光線｢鹿沼｣駅 東方 約4.2km 

関東バス｢白桑田｣バス停 至近 

公共施設 

鹿沼市役所 約5.6km  宇都宮市役所 約7.5km 

鹿沼千渡郵便局 約2.3km  上野町交番 約3.6km 

鹿沼ＩＣ 約5.0km  宇都宮環状線 約4.3km 

ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ鹿沼千渡店 約2.5km   

近隣の状況 
鹿沼市の東端部で、宇都宮市との市境付近に位置し、主要地方道宇都宮鹿沼線(鹿沼街道

沿い)沿いに、事業所、工場、店舗、雑種地等が見られる。 

特記事項 

○対象不動産は、元県工業技術センターの敷地であった土地であるが、建物等は令和３年ま

でに解体撤去され、現況は砂利敷の雑種地となっている。なお、現在は県から民間企業に

対して貸付けを行っており、スーパーハウスの保管場所等として使用されている。 
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〇対象不動産は以下の３筆から構成される一体地であり、一部が宇都宮市に跨る。 

   鹿沼市白桑田字上原５１６番１ (登記地目/面積) 宅地/10,595.28㎡ 

   鹿沼市白桑田字的場６２８番２ （登記地目/面積）宅地/  201.86㎡ 

   宇都宮市飯田町字南原８７番２ （登記地目/面積）宅地/   922.20㎡ 

〇北東側県道は都市計画道路となっており、現在整備中(3・4・202古峯原宮通り(25.0m))

である。対象不動産と現道部分の間は道路用地として分筆済である。 

〇対象不動産については、県工業技術センターであった際に、水質汚濁防止法に基づく特定

施設(使用有害物質：六価クロム、シアン化合物)の届出があった履歴があるが、令和元年

9月に土壌汚染調査が行われ、基準値を超える有害物質の検出がなかったことが確認され

ている。 

〇敷地の南東端から西に約70.5ｍ、南側隣地境界線から北に約7.5ｍの位置に、県工業技術

センター(システム棟)解体工事の際、撤去できなかったコンクリート杭(ＰＨＣ杭。口径

350mm/長さ15ｍのうち7.8ｍ)が１本残置されている。 

 なお、売却に際し、地下埋設物に関する専門的な調査は行っていないため、その他の埋設

物（工作物の基礎、ガラ、砕石、切り株等）が存在している可能性があるが、現況での売

却となる。 

○更地での引渡しとなる予定である。ただし、敷地内に設置されている門扉やフェンス等の

工作物は、現況での引渡しとなる。 

〇対象不動産について、都市計画法の開発許可を受けた履歴はない。 

 なお、市街化調整区域内の1haを超える土地であり、建物建築が許可される使用方法は極

めて限定的であることから、建物の敷地としての使用については事前に関係機関と十分協

議を行う必要がある。また、鹿沼市と宇都宮市に跨って開発許可を受けようとする場合に

は、両市から許可を受ける必要がある。 

○鹿沼市及び宇都宮市の防災ハザードマップなどによると、「土砂災害警戒区域」や「浸水

想定区域」等には指定されていない。 

○物件調書は、物件の概要を把握するための資料に過ぎないため、必ず購入希望者自身にお

いて、現地及び諸規制についての確認を行うこと。 

○物件調書と現状が異なる場合には、現状を優先する。また、対象物件は現状有姿での引渡

しとなるため、物件引渡し後の一切の費用は購入者の負担とする。 

 

※1 県道の整備後、法面の上部が道路との境界線となる予定。一方東側道路との間に存する

法面部分は対象不動産の一部である。 

※2 南西側市道、北東側県道、及び東側道路に鹿沼市の水道本管の敷設があり、対象不動産

へは南西側市道から引き込みがある。このほか東側道路には宇都宮市の水道本管の敷設が

あるが、同市水道管理課によれば、主な建物等が鹿沼市側にある場合には宇都宮市の本管

からの引き込みは原則できないとのことであった。 

※3 東側道路に宇都宮市の農業集落排水の本管が敷設されているが、新規の接続は出来ない

とのことであった。 
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案内図

鹿沼IC

対象物件

拡大図

鹿沼駅

対象物件
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物  件  写  真 

 

対象物件の西側から東側を見て撮影 

 

 

対象物件内の東側から西側を見て撮影 
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